
整備事業

三鷹市
MITAKA CITY



三鷹市では、交通の円滑と生活環境の整備を図るため、整備対象となる
私道のうち一定の条件を満たすもの（未舗装道路など）に限り、市におい
て舗装等の整備を行っています。整備を希望される方は、道路管理課管理
係へお問い合わせのうえ申請書を提出してください。なお、申請には私道
の土地所有者全員の実印が必要です。

１ 私道整備事業とは？

２ 整備の対象

次のような私道が整備対象となります。

私道の幅員が3.6ｍ以上の場合
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公道から公道または、公
道から公道に準ずる規模
の主要な私道に接続して
いる私道

公道に接続する奥行
15m以上の袋路の私道
で、私道に主たる入口
を有する家屋が４棟以
上存するもの

奥行15ｍ以上

主たる入口が私道側に無い
家屋はカウントしません。

公道に接続する私道で、
公共施設または公共的施
設に通ずるもの
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公道から公道または、公
道から公道に準ずる規模
の主要な私道に接続して
いる私道

公道に接続する奥行き
30m以上の袋路の私道で、
家屋が密集し、今後拡幅
が困難と認められるもの

奥行30ｍ以上

公
道

公道から公道または、公
道から公道に準ずる規模
の主要な私道に接続する
私道のうち、家屋が密集
し、今後拡幅が困難と認
められるもの

私道の幅員が2.7ｍ以上、3.6m未満の場合

私道の幅員が1.8ｍ以上、2.7m未満の場合



お問い合わせ・申請は、
三鷹市 道路管理課 管理係へ

電話番号0422-45-1151（内線2843・2844）

三鷹市私道整備事業 検索


